
- 1 -

2026年７月６日 

各  位 

会社名 加賀電子株式会社 

代表者名 代表取締役 社長執行役員 門 良一 

（コード番号：8154 東証プライム）

問合せ先 上席執行役員 管理本部長 石原 康広 

TEL 03-5657-0111 

（再訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の 
処分に関するお知らせ」一部訂正の件 

2026年6月25日に開示いたしました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 

（2026年６月29日付「（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」一部

訂正の件」により開示された事項を含みます。）につきまして、内容に誤りがありましたので、下記のとおり訂正い

たします。 

なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 

記 

１．訂正の理由 

 資料作成時の不備により、「処分する株式の種類および数」、「処分総額」、「処分先およびその 

人数ならびに処分株式の数」に誤りがあったことが判明いたしましたので、訂正いたします。 

２．訂正箇所 

１．処分の概要 

（訂正前） 

（１） 処 分 期 日 2026年７月 24日 

（２） 処分する株式の種類および数 当社普通株式 15,688株 

（３） 処 分 価 額 １株につき 4,245円 

（４） 処 分 総 額 66,595,560円 

（５） 
処分先およびその人数ならび

に処分株式の数 

当社の取締役（会長執行役員、監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。） 
４名 7,794株 
当社の取締役を兼務しない執行役員  
10名 7,894株 

（訂正後） 

（１） 処 分 期 日 2026年７月 24日 

（２） 処分する株式の種類および数 当社普通株式 16,288株 

（３） 処 分 価 額 １株につき 4,245円 

（４） 処 分 総 額 69,142,560円 

（５） 
処分先およびその人数ならび

に処分株式の数 

当社の取締役（会長執行役員、監査等委員である取締役および
社外取締役を除く。） 
４名 7,794株 
当社の取締役を兼務しない執行役員  
10名 8,494株 
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２．処分の目的および理由 

 

（訂正前） 

（前略） 

今回は、指名・報酬委員会の諮問・答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の

職責の範囲および諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、

金銭報酬債権合計66,595,560円（以下、「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式15,688株を付

与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、

譲渡制限期間を20年としております。 

（後略） 

 

（訂正後） 

（前略） 

今回は、指名・報酬委員会の諮問・答申を経たうえで、本制度の目的、当社の業況、各対象取締役等の

職責の範囲および諸般の事情を勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、

金銭報酬債権合計69,142,560円（以下、「本金銭報酬債権」といいます。）、普通株式16,288株を付

与することといたしました。また、本制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、

譲渡制限期間を20年としております。 

（後略） 

 

 

以 上 


